
証券コード 9682
平成27年６月５日

株 主 各 位
東京都港区新橋六丁目19番13号

代表取締役社長 西田 公一

第43回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいま

して、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年６月23日

（火曜日）午後５時までに到着するよう折り返しご返送ください。

なお、各議案に対し賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお

取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、別添（３頁から４頁）の

【インターネット等による議決権行使についてのご案内】をご高覧のうえ、平成27年６

月23日（火曜日）午後５時までに行使してください。

なお、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた

ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、議決権行使書面とインターネットによる方法とを重複して議決権を行使され

た場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

敬具

記
1. 日 時 平成27年６月24日（水曜日）午前10時 （受付開始 午前９時）

2. 場 所 東京都港区新橋六丁目19番13号

株式会社ＤＴＳ 本社本館９階会議室

　 (末尾の会場ご案内図をご参照ください)
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3. 株主総会の目的である事項

報告事項 1. 第43期（自平成26年４月１日至平成27年３月31日）事業報告、

連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書

類監査結果報告の件

2. 第43期（自平成26年４月１日至平成27年３月31日）計算書類報

告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役10名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 役員賞与支給の件

4. その他株主総会招集に関する決定事項

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議決権

の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

　

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(お 願 い) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出くださいますようお願い申しあげます。また本招集ご通知は、当

日会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。

(お知らせ) 株主総会参考書類および添付書類に修正すべき事項が生じた場合は、当

社ウェブサイト（http://www.dts.co.jp/）において、修正後の事項を掲

載させていただきます。
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インターネット等による議決権行使についてのご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承

いただきますよう、お願い申しあげます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイト

をご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス http://www.web54.net

2. システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

　(1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること

　(2) 次のアプリケーションをインストールしていること

　 ① Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP2 以降

② Adobe® Acrobat® Reader® Ver.4.0 以降または、Adobe® Reader®

Ver.6.0以降

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader® およびAdobe® Reader®は

米国Adobe Systems Incorporatedの米国および各国における登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されております。

(3) ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を

有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライ

バシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにし

てください。

(4) 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバおよびセ

キュリティ対策ソフトウェア等の設定により、インターネットとの通信が制限さ

れている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

3. 議決権行使のお取り扱い

(1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に

表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の

案内に従って賛否をご入力ください。

(2) インターネットによる議決権行使は、議決権行使結果の集計の都合上、平成27

年６月23日（火曜日）の午後５時までにご行使ください。

(3) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたも

のを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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(4) インターネットと議決権行使書面の両方で議決権行使をされた場合は、インタ

ーネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金

（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

4. パスワードのお取り扱い

(1) パスワードは、議決権を行使なさる方が株主様ご本人であることを確認するた

めの重要な情報です。ご印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。

(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再

発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効で

す。

　

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記

にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120（652）031（フリーダイヤル）

（受付時間 午前９時～午後９時）

6. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式

会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込ま

れた場合には、本総会における議決権行使の方法として、当該プラットフォーム

をご利用いただくことができます。

以 上
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税率引き上げなどの影響で弱さが

見られる場面もありましたが、企業収益の改善や雇用環境の改善などにより、緩

やかな回復基調で推移しました。情報サービス産業においては、企業収益の改善

に伴い、金融機関を中心に顧客企業の情報化投資が回復傾向で推移しました。

このような状況下において当社グループは、平成25年４月に策定した中期経営

計画（平成25年4月～平成28年3月）において、「お客様に最高の価値を提供する

The Best Value Partner」を中期経営計画ビジョンに掲げ、売上高の拡大に向け

た提案力の強化や、事業基盤の強化、新規ソリューションの創出、グローバル展

開におけるビジネス基盤の確立などに注力しております。さらには、それを支え

る高付加価値人材の育成や、経営基盤の強化、グループシナジーの最大化にも継

続的に取り組んでおります。

当連結会計年度は、金融、通信に続く第三の柱の創出に向けた施策として、組

込み関連事業の拡大を目的に、アートシステム株式会社、横河ディジタルコンピ

ュータ株式会社の株式を取得し、当社グループにおける組込み関連ビジネスの事

業基盤の拡充を図りました。

さらに、平成27年４月には、当社の組込み関連事業の一部をアートシステム株

式会社に承継いたしました。両社が持つ顧客基盤やノウハウ等を集約することで

シナジーを創出し、組込み関連事業のさらなる拡大を目指してまいります。

ＤＴＳグループ全体で最適な体制を構築するため、グループ再編も進めており

ます。平成26年４月に当社を存続会社として、連結子会社である株式会社ＦＡＩ

ＴＥＣを吸収合併し、さらに、当社の関西支社および中京支社の情報サービス事

業を分社化し、株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴを設立いたしました。

また、株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴは平成27年４月に、連結子会社である株式会

社総合システムサービスと合併いたしました。両社の経営資源を統合・集中し、

経営基盤を強化することにより、西日本地域における、当社グループのさらなる

サービスの向上ならびに事業領域の拡大を目指してまいります。

事業基盤の強化については、プロジェクト開発において不採算を抑止する為の

取り組みを継続して実施しております。近年はそれらの施策が奏功し、不採算案

件は低い水準で推移しております。今後も引き続き抑止策を継続してまいります。

生産性の向上に向けた取り組みとしては、特に保守・運用部門において、コス
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ト削減ニーズや価格競争が厳しくなっていることから、開発、運用の自動化やオ

フショア推進に継続して取り組んでまいります。

新規ソリューションの創出に向けた取り組みの一つとして、平成26年５月に畜

産業向けクラウドサービス「Dr.Cowbell」を開始しました。さらに、中小規模シ

ステムユーザー向けシステム監視製品「ReSM（リズム）システム監視スタートセ

ット」や、複数端末間で情報を共有・閲覧できるオンラインストレージ

「On-PreSt（オンプレスト）」を発売するなど、新たなサービスの提供を進め、顧

客獲得に向けた取り組みを継続しております。

新規顧客および新規取引先の開拓に向けては、地方自治体ビジネスの開拓とし

て、札幌市役所の基幹系情報システムの更改案件を受注したほか、平成27年３月

に一般社団法人宮城県情報サービス産業協会が主導して開設した仙台開発センタ

ーに、ニアショア開発の委託を始めました。首都圏の技術者不足に対応するとと

もに、地域経済への貢献も進めております。

また、医療、ビッグデータ、モバイル等の分野において実証実験に向けた検討

にも取り組んでおり、今後の事業化に向けて技術・ノウハウの蓄積を推進してお

ります。

グローバルビジネスの基盤確立のため、中国、アメリカ、タイに続く海外拠点

として、平成26年４月にベトナムにオフショア開発やＢＰＯなどの業務を受託す

る現地法人を設立いたしました。海外拠点間におけるソリューションの共有や、

国内との人材交流・連携をより活発化することでグローバル人材を育成し、海外

におけるビジネスチャンスのさらなる拡大を目指してまいります。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は746億９百万円（前年同期

比16.3％増）となりました。売上高の増加は、銀行や証券などの金融業や官公庁

の開発案件が好調に推移したことに加え、アートシステム株式会社、横河ディジ

タルコンピュータ株式会社およびDTS America Corporationを新規連結したことに

よるものです。売上総利益は131億73百万円（前年同期比24.0％増）となりまし

た。売上総利益の増加は、主に売上高の増加に加え、プロジェクトマネジメント

の強化による不採算案件の減少によるものです。販売費及び一般管理費は、主に

新規連結の影響により、67億40百万円（前年同期比14.5％増）となりました。こ

の結果、営業利益64億32百万円（前年同期比35.7％増）、経常利益65億18百万円

（前年同期比35.5％増）、当期純利益36億92百万円（前年同期比39.1％増）となり

ました。
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（単位：百万円）

連 結
個 別
（参考）対前年同期

増 減 率
対前年同期
増 減 率

売 上 高 74,609 16.3％ 50,489 26.0％

営 業 利 益 6,432 35.7％ 5,445 49.3％

経 常 利 益 6,518 35.5％ 5,611 46.5％

当 期 純 利 益 3,692 39.1％ 4,745 106.0％

　 ＜売上高の内訳＞

（単位：百万円）

連 結
個 別
（参考）対前年同期

増 減 率
対前年同期
増 減 率

情 報
サービス

シ ス テ ム
エンジニアリングサービス

51,159 25.0％ 38,557 36.5％

オ ペ レ ー シ ョ ン
エンジニアリングサービス

13,050 △1.2％ 10,695 △1.9％

プロダクトサービス・
そ の 他

6,851 16.4％ 1,236 34.4％

小 計 71,062 18.4％ 50,489 26.0％

人 材
サービス

人材派遣・その他 3,546 △14.5％ ― ―

小 計 3,546 △14.5％ ― ―

合 計 74,609 16.3％ 50,489 26.0％
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　 情報サービス事業

　 ［システムエンジニアリングサービス］

金融業において銀行の大規模システム統合などの需要が拡大し、また年金一元

化や地方自治体のシステム更改など官公庁向けの開発案件が好調に推移したこと

に加え、新規連結が寄与し、システムエンジニアリングサービス売上高は増加い

たしました。

　 ［オペレーションエンジニアリングサービス］

一部通信キャリアの顧客において、規模縮小となった案件がありましたが、そ

の他既存顧客における規模拡大などにより、オペレーションエンジニアリングサ

ービス売上高は微減で推移いたしました。

　 ［プロダクトサービス・その他］

クラウド事業者の設備増設などにより、サーバー、ストレージを中心とした機

器販売が好調に推移し、またWindowsOS更改などの特需もあり、プロダクトサービ

ス・その他売上高は増加いたしました。

　 人材サービス事業

　 ［人材派遣・その他］

人材派遣業務は同業他社との競争激化に加え、Ｂフレッツ光回線の販売支援の

不振、物販関連のアウトソーシング業務の契約条件の見直しなどにより、人材派

遣・その他売上高は減少いたしました。
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　品目別連結売上高の推移

区 分

第40期

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

第41期

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

第42期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

第43期(当期)

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

情 報
サービス

システムエンジニアリングサービス 35,874,098 62.5 38,113,455 62.4 40,929,073 63.8 51,159,931 68.6

オペレーションエンジニアリングサービス 12,673,134 22.1 13,859,215 22.7 13,209,949 20.6 13,050,722 17.5

プロダクトサービス・その他 4,298,539 7.5 4,844,660 7.9 5,886,816 9.2 6,851,666 9.2

小 計 52,845,772 92.1 56,817,331 93.1 60,025,839 93.5 71,062,320 95.2

人 材
サービス

人 材 派 遣 ・ そ の 他 4,539,400 7.9 4,222,446 6.9 4,149,074 6.5 3,546,755 4.8

小 計 4,539,400 7.9 4,222,446 6.9 4,149,074 6.5 3,546,755 4.8

合 計 57,385,172 100.0 61,039,777 100.0 64,174,913 100.0 74,609,075 100.0

　品目別個別売上高の推移

区 分

第40期

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

第41期

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

第42期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

第43期(当期)

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

情 報
サービス

システムエンジニアリングサービス 24,080,203 69.8 25,369,551 69.3 28,244,550 70.5 38,557,056 76.4

オペレーションエンジニアリングサービス 10,043,758 29.1 10,661,080 29.1 10,906,300 27.2 10,695,960 21.2

プロダクトサービス・その他 378,043 1.1 577,098 1.6 920,411 2.3 1,236,739 2.4

合 計 34,502,005 100.0 36,607,730 100.0 40,071,262 100.0 50,489,757 100.0
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　(2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、６億83百万円でありま

す。

その主なものは、社内システムに係るソフトウェアの開発および取得が１億95

百万円、社員寮建替えに伴う着工時金および工事関連費用が１億19百万円、当社

本社ビル空調照明工事が１億13百万円であり、その他、事務機器およびネットワ

ーク機器等の器具及び備品を１億７百万円、建物付属設備を90百万円取得してお

ります。

なお、事業の種類ごとに記載することは困難であるため記載を省略しておりま

す。

　(3) 資金調達の状況

　 当連結会計年度につきましては、特記すべき事項はありません。

　

　(4) 対処すべき課題

情報サービス産業において、受託型のシステム開発・運用など従来型の事業形

態は変革期を迎えており、今後の大きな事業拡大が見込めない環境となりつつあ

ります。代わってサービス提供やソリューション提供型の事業形態、特に「クラ

ウド」「ソーシャル」「ビッグデータ」「モバイル」などの分野における市場の拡大

が期待されております。当社グループは、このような事業環境の変化を好機と捉

え、市場ニーズに合致したソリューションを適時に提供し続けることで、持続的

で自律的な成長を目指してまいります。

中期経営計画（平成25年４月～平成28年３月）では、「お客様に最高の価値を提

供する The Best Value Partner」を中期ビジョンに掲げ、提案力の強化や、受託

型ビジネスからソリューション提供型ビジネスやアウトソース型ビジネスへの転

換を目指し、新規ソリューションの創出などに取り組んでおります。また経営基

盤をより強固なものとするため、根幹のＳＩ事業においては、金融、通信に続く

第三の柱の育成や、ストック型ビジネスの拡大、グローバル化に向けたビジネス

基盤の構築を進めております。さらにはそれを支える高付加価値人材の育成やグ

ループ総合力を結集したグループシナジーの最大化にも継続的に取り組んでまい

ります。
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　(5) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　 ① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分
第 40 期

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

第 41 期

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

第 42 期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

第43期(当期)

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

売 上 高 57,385,172 61,039,777 64,174,913 74,609,075

経 常 利 益 3,069,453 4,095,133 4,810,530 6,518,004

当 期 純 利 益 1,555,606 2,177,154 2,653,436 3,692,103

純 資 産 額 31,679,389 33,470,786 35,251,114 38,084,449

総 資 産 額 42,065,679 44,016,263 46,316,062 51,382,534

１株当たり純資産額
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

1,269 69 1,341 06 1,426 97 1,557 32

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

65 43 91 57 111 60 156 74

(注) 1. 「１株当たり純資産額」は期末発行済株式数により算出し、銭未満は四捨五入しておりま
す。

2. 「１株当たり当期純利益」は期中平均株式数により算出し、銭未満は四捨五入しておりま
す。

　 ② 当社の財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分
第 40 期

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

第 41 期

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

第 42 期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

第43期(当期)

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

売 上 高 34,502,005 36,607,730 40,071,262 50,489,757

経 常 利 益 2,882,057 3,281,553 3,830,255 5,611,992

当 期 純 利 益 1,595,837 2,040,710 2,303,371 4,745,702

純 資 産 額 30,047,134 31,602,573 33,286,186 36,836,079

総 資 産 額 36,109,259 37,836,585 39,948,952 45,860,225

１株当たり純資産額
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

1,263 79 1,329 22 1,400 04 1,565 84

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

67 12 85 83 96 88 201 47

(注) 1. 「１株当たり純資産額」は期末発行済株式数により算出し、銭未満は四捨五入しておりま
す。

2. 「１株当たり当期純利益」は期中平均株式数により算出し、銭未満は四捨五入しておりま
す。
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第40期（平成24年３月期）
売上高は573億85百万円（前年同期比1.9％減）となりました。売上高の減少は、前年同期の

金融大型開発案件の減少による影響を、サービス業および製造業の増加でカバーするにいたら
ず、システムエンジニアリングサービスが減少したこと、また、震災などによる一時的な機器
販売の需要低下の影響によりプロダクトサービスが減少したことによるものであります。
売上原価は487億73百万円（前年同期比3.4％減）となり、売上総利益は86億11百万円（前年

同期比7.3％増）となりました。売上総利益の増加は、一部子会社において不採算案件が発生し
たものの、主に個別においてプロジェクトマネジメント強化による不採算案件の減少や稼働率
の向上、生産性向上によるプロジェクト採算の改善などによるものであります。
販売費及び一般管理費は、３カ年中期総合計画『バリュー・ソリューション・プロバイダー』

に基づき、新規事業の創出や営業体制の強化、経営インフラの強化などに対し戦略的な支出を
実施しましたが、各種費用削減に積極的に取り組んだ結果、56億37百万円（前年同期比1.5％
減）となりました。

この結果、営業利益は29億73百万円（前年同期比29.5％増）、経常利益は30億69百万円（前年
同期比23.4％増）、当期純利益は15億55百万円（前年同期比38.3％増）となりました。

第41期（平成25年３月期）
売上高は610億39百万円（前年同期比6.4％増）となりました。生命保険、証券、信託銀行な

どの金融業を中心にシステム開発が好調に推移したことに加え、建設・不動産業における運用
の新規案件や、データセンター事業者への機器販売が好調だったことにより、情報サービス事
業の売上は増加いたしました。一方で、地上デジタル化に伴う業務の終了などにより、人材サ
ービス事業の売上は減少いたしました。
売上原価は516億79百万円（前年同期比6.0％増）、売上総利益は93億60百万円（前年同期比

8.7％増）となりました。売上総利益の増加は、売上高の増加に加え、不採算案件の減少や稼働
率の向上などによるものであります。
販売費及び一般管理費は、経営インフラの強化やグループ総合力の強化などに対し戦略的な

支出を実施いたしましたが、各種費用の削減に取り組んだ結果、53億57百万円（前年同期比5.0
％減）となりました。
この結果、営業利益は40億３百万円（前年同期比34.6％増）、経常利益は40億95百万円（前年

同期比33.4％増）、当期純利益は21億77百万円（前年同期比40.0％増）となりました。

第42期（平成26年３月期）
売上高は641億74百万円（前年同期比5.1％増）となり、売上総利益は106億26百万円（前年同

期比13.5％増）となりました。売上総利益の増加は、売上高の増加に加え、プロジェクトマネ
ジメントの強化による不採算案件の減少などによるものです。
販売費及び一般管理費は、各種費用の削減に取り組む一方、営業体制の強化や新規ソリュー

ションの創出、第三の柱の創出に向けた戦略的な投資を実施し、58億85百万円（前年同期比9.9
％増）となりました。
この結果、営業利益47億41百万円（前年同期比18.5％増）、経常利益48億10百万円（前年同期

比17.5％増）、当期純利益26億53百万円（前年同期比21.9％増）となりました。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月22日 14時01分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　(6) 主要な事業内容

区 分 事 業 内 容

情 報
サービス

シ ス テ ム
エンジニアリングサービス

・情報システムのコンサルティングおよびインテ
グレーション、受託ソフトウェアやパッケージソ
フトウェアの設計・開発・保守、ネットワークの
設計・構築

オ ペ レ ー シ ョ ン
エンジニアリングサービス

・コンピュータ施設および情報システムの運用管
理ならびに各種ネットワークの監視・保守

プロダクトサービス・その他
・コンピュータ等情報関連機器ならびにソフトウ
ェア等システム商品の販売
・ＩＴ分野における教育・研修

人 材
サービス

人 材 派 遣 ・ そ の 他
・労働者派遣業またはそれに付帯および関連する
事業

　

　(7) 主要な事業所

　 ① 当社の主要な事業所

名 称 所 在 地

本 社 本 館 東京都港区新橋六丁目19番13号

本 社 新 館 東京都港区新橋六丁目12番４号

本 社 別 館 東京都港区新橋五丁目23番４号

新 橋 セ ン タ 東京都港区新橋五丁目32番８号

芝 開 発 セ ン タ 東京都港区芝大門一丁目10番11号

大 門 開 発 セ ン タ 東京都港区芝大門一丁目２番13号

中 京 支 社 名古屋市中区栄二丁目９番26号

関 西 支 社 大阪市中央区安土町二丁目３番13号

九 州 支 社 福岡市博多区博多駅前二丁目19番24号
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　 ② 主要な子会社の事業所

名 称 所 在 地

デ ー タ リ ン ク ス 株 式 会 社 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号

デジタルテクノロジー株式会社 東京都荒川区東日暮里五丁目７番18号

日 本 Ｓ Ｅ 株 式 会 社 東京都板橋区舟渡一丁目12番11号

横河ディジタルコンピュータ株式会社 東京都渋谷区代々木四丁目30番３号

株式会社総合システムサービス 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680

(注) 株式会社総合システムサービスは、平成27年４月１日付けで株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴを吸収
合併し、株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴへ商号変更いたしました。

　(8) 従業員の状況

　 ① 企業集団の従業員数

セグメントの名称 従 業 員 数

情報サービス事業 4,312名

人材サービス事業 64名

合 計 4,376名

(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ
ループへの出向者を含む就業人員数であります。

　 ② 当社の従業員数

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

2,790名 132名増 37.3歳 12.2年

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であ
ります。
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　(9) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社の状況

　 該当事項はありません。

　 ② 子会社の状況

名 称 資 本 金 議決権の所有割合 主要な事業の内容

データリンクス株式会社 309百万円 50.02％
情報サービス事業
人材サービス事業

デジタルテクノロジー株式会社 100百万円 100.00％ 情報サービス事業

日 本 Ｓ Ｅ 株 式 会 社 755百万円 98.69％ 情報サービス事業

横河ディジタルコンピュータ株式会社 200百万円 90.00％ 情報サービス事業

株式会社総合システムサービス 46百万円 100.00％ 情報サービス事業
　

(注) 株式会社総合システムサービスは、平成27年４月１日付けで株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴを吸収
合併し、株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴへ商号変更いたしました。

　

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月22日 14時01分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



2. 会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 100,000,000株

(2) 発行済株式の総数 25,222,266株

(3) 株主数 7,364名

　(4) 上位10名の株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )

1,746千株 7.42％

Ｄ Ｔ Ｓ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 1,631 6.93

笹 貫 敏 男 1,303 5.53

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )

927 3.94

チ ェ ー ス マ ン ハ ッ タ ン バ ン ク
ジ ー テ ィ ー エ ス ク ラ イ ア ン ツ
ア カ ウ ン ト エ ス ク ロ ウ

572 2.43

メ ロ ン バ ン ク エ ヌ エ ー ア ズ
エージェント フォー イッツ クライアント
メロン オムニバス ユーエス ペンション

551 2.34

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン
ピービー ノントリティー クライアンツ ６１３

543 2.31

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｃ 482 2.04

ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 432 1.83

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 410 1.74

(注) 当社は、自己株式1,697千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しておりま
す。
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3. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 西 田 公 一 執行役員

専 務 取 締 役 熊 坂 勝 美

執行役員
DTS America Corporation 取締役社長
逓天斯（上海）軟件技術有限公司 董事長
DTS SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.会長

常 務 取 締 役 伊 東 辰 巳

執行役員
デジタルテクノロジー株式会社 代表取締
役社長
横河ディジタルコンピュータ株式会社 取
締役

取 締 役 坂 本 孝 雄
執行役員 人事部長
株式会社ＤＴＳパレット 代表取締役社長
株式会社ＭＩＲＵＣＡ 代表取締役社長

取 締 役 竹 内 実

執行役員 第一金融事業本部長
逓天斯（上海）軟件技術有限公司 董事
DTS America Corporation 取締役
株式会社九州ＤＴＳ 取締役

取 締 役 横 尾 勇 夫 データリンクス株式会社 代表取締役社長

取 締 役 萩 原 忠 幸
株式会社アヴァンティスタッフ 代表取締
役社長
芙蓉オートリース株式会社 社外監査役

取 締 役 鈴 木 滋 彦
キヤノン電子テクノロジー株式会社 取締
役会長
キヤノン電子株式会社 最高顧問

取 締 役 坂 田 俊 一

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社 社外監査役
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式
会社 常任監査役

常 勤 監 査 役 村 井 一 之
株式会社総合システムサービス 監査役
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ 監査役
デジタルテクノロジー株式会社 監査役

常 勤 監 査 役 栗 原 広 史
データリンクス株式会社 監査役
日本ＳＥ株式会社 監査役

監 査 役 田 中 襄 一 日本大学 法学部教授

監 査 役 嵯 峨 清 喜
新半蔵門総合法律事務所 所長
株式会社大和証券グループ本社 法律顧問

監 査 役 服 部 彰
服部公認会計士事務所 所長
学校法人駒澤大学 監事
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(注) 1. 萩原忠幸、鈴木滋彦および坂田俊一の各氏は、社外取締役であります。
2. 田中襄一、嵯峨清喜および服部彰の各氏は、社外監査役であります。
3. 監査役服部彰氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
4. 鈴木滋彦、田中襄一、嵯峨清喜および服部彰の各氏につきましては、東京証券取引所に対

し、独立役員として届け出ております。
5. 赤羽根靖隆、村井一之および原宏樹の各氏は、平成26年６月25日開催の第42回定時株主総

会終結の時をもって、取締役を辞任しております。なお、村井一之氏は、同総会で監査役
に就任しております。

6. 当事業年度末日後の平成27年４月１日付けの異動により、取締役および監査役の地位なら
びに担当および重要な兼職の状況については、次のとおりとなりました。

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 勤 監 査 役 村 井 一 之
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ 監査役
デジタルテクノロジー株式会社 監査役

7. 平成27年４月１日現在における執行役員（取締役兼務者を除く）は次のとおりであります。

氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

綱 島 恵 二 執行役員 情報システム部長

安 達 継 巳
執行役員 関西支社長 兼 中京支社長
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ 代表取締役社長

小 林 浩 利

執行役員 ｉＣＴ事業本部長
データリンクス株式会社 取締役
横河ディジタルコンピュータ株式会社 取締役
アートシステム株式会社 取締役

廣 川 譲
執行役員 ＩＴサービス事業本部長
デジタルテクノロジー株式会社 取締役

豊 永 智 規
執行役員 産業公共事業本部長
データリンクス株式会社 取締役
DTS SOFTWARE VIETNAM CO., LTD. 社員総会メンバー

浅 見 伊佐夫
執行役員
横河ディジタルコンピュータ株式会社 取締役
アートシステム株式会社 代表取締役社長

赤 松 謙一郎 執行役員 第二金融事業本部長

齋 藤 健
執行役員 経営企画部長
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ 取締役
横河ディジタルコンピュータ株式会社 取締役

込 山 慎 一 執行役員 第一金融事業本部金融第一事業部長

大久保 茂 雄
執行役員 ＩＴサービス事業本部副本部長 兼 ＩＴサービ
ス事業本部カスタマシステムサービス事業部長
日本ＳＥ株式会社 取締役

中 村 裕
執行役員 第一金融事業本部第一金融企画部長 兼 第二金
融事業本部第二金融企画営業部長
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　(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 員 報酬等の額

取 締 役
(うち社外取締役)

10名
(４名)

152,030千円
(12,240千円)

監 査 役
(うち社外監査役)

５名
(３名)

44,760千円
(10,680千円)

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は含まれてお
りません。

2. 取締役の報酬限度額は、平成15年６月25日開催の第31回定時株主総会において年額150,000
千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

3. 監査役の報酬限度額は、平成21年６月25日開催の第37回定時株主総会において年額60,000
千円以内と決議いただいております。

4. 取締役の人員には、無報酬の取締役２名は含まれておりません。
5. 報酬等の額には、平成27年６月24日開催の第43回定時株主総会において付議いたします取

締役に対する役員賞与が以下のとおり含まれております。
　 ５名 52,100千円
6. 報酬等の額のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与含む）を下記のとおり支給し

ております。
　 ２名 36,531千円

　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

イ．他の法人等の業務執行取締役等の重要な兼任状況および当社と当該法人

等との関係

取締役萩原忠幸氏は株式会社アヴァンティスタッフの代表取締役社長

であります。なお、当社は同社との間でシステム開発等の取引を行って

おります。

監査役田中襄一氏は日本大学の法学部教授であります。なお、当社は

同大学との間に取引関係はございません。

監査役嵯峨清喜氏は新半蔵門総合法律事務所の所長であります。なお、

当社は同事務所との間に取引関係はございません。

監査役服部彰氏は服部公認会計士事務所の所長であります。なお、当

社は同事務所との間に取引関係はございません。

ロ．他の法人等の社外役員との重要な兼任状況および当社と当該法人等との

関係

取締役萩原忠幸氏は芙蓉オートリース株式会社の社外監査役でありま

す。なお、当社は同社との間に取引関係はございません。

取締役坂田俊一氏は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の社

外監査役であります。なお、当社は同社との間でシステム開発等の取引

を行っております。また、同社は当社株式の13.57％を保有する大株主で

あります。
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　 ② 当事業年度における主な活動状況

　 イ．取締役会および監査役会への出席状況

区 分 及 び 氏 名
取締役会（10回開催) 監査役会（９回開催)

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 萩原忠幸 10回 100％ －回 －％

取締役 鈴木滋彦 10 100 － －

取締役 坂田俊一 ８ 100 － －

監査役 田中襄一 10 100 ９ 100

監査役 嵯峨清喜 10 100 ９ 100

監査役 服部 彰 ９ 90 ８ 88

（注） 坂田俊一氏は平成26年６月25日付けで取締役に就任したため、就任後の開催（取締役会８
回）に対しての出席回数および出席率を記載しております。

　 ロ．取締役会における発言状況

本年度の取締役会は10回開催され、社外取締役および社外監査役の各

氏は、出席の都度、経営全般にわたり必要な意見、発言を積極的に行っ

ております。

　 ハ．監査役会における発言状況

本年度の監査役会は９回開催され、社外監査役の各氏は、出席の都度、

監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、必要な

意見、発言を積極的に行っております。

　 ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および社外監査役の招聘を容易にし、また、期待され

る役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、社外取締役および社外

監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任（善意でかつ重

大な過失がないときに限る）を限定する契約を締結できる旨を定めており、

社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当

該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円または法令が規定する額のいず

れか高い額としております。
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4. 会計監査人に関する事項

　(1) 会計監査人の名称

　 有限責任監査法人トーマツ

　(2) 会計監査人の報酬等の額

　 ① 当事業年度に係る報酬等の額

　 42,750千円

　 ② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　 42,750千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と
金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、
①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載し
ております。

　(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非

監査業務）に対する支払いはありません。

　

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　 会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、次のとおりであります。

① 取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、監査役全員の同意を得たうえで、会計監査人の解任また

は不再任を株主総会の会議の目的とすることとする。

② 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総会

の会議の目的とすることを請求し、取締役会は、監査役会の請求に基づき審

議のうえ株主総会の会議の目的とすることとする。

③ 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する。
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　(5) 子会社の監査の状況

当社の子会社であるデータリンクス株式会社および日本ＳＥ株式会社は、当社

の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

　

5. 業務の適正を確保するための体制

当社は、平成27年３月20日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本

方針について見直しを行い、改めて次のとおり決議いたしました。

内部統制システム構築に関する基本的な考え方

当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令および定款を遵守し、業務の適

正を確保するとともに財務報告の信頼性を確保するため、以下の考え方のもと内部

統制システム構築に関する体制を整備し、適切に運用するとともに、環境の変化に

応じその継続的改善に努めるものとする。

① 取締役会は、内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、

定期的に状況報告を受ける。

② 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行に対する監督

機能の維持および一層の向上を図る。

③ 代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として内部統制システムの構築、

運用および改善を行う。

④ 内部統制推進部門を設置し、内部統制システムの構築、運用および改善を行

う。

⑤ 事業活動から独立した立場で内部監査を行う部門として監査室を設置し、監

査室は、内部統制システム構築に関する体制整備の実行状況を監視するとと

もに、改善が必要な場合には指摘を行う。

⑥ 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性確保への適切な取

り組みを行う。

― 22 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月22日 14時01分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



内部統制システムに関する個別体制

(1) 当該株式会社の取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制

① コンプライアンスについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、

コンプライアンスに関する体制を整備する。

② 「ＤＴＳコンプライアンス・ガイド」を定め、役員および社員がそれぞれの立

場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務運営に当たるよう、研修

等を通じて指導する。

③ 「ＤＴＳ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的

勢力との結びつきを、断固として排除する。

④ 法令上疑義のある行為等について当社の社員等が相談および通報を行う手段

として「ヘルプライン」を設ける。

⑤ 監査室は、年間の監査計画を作成するとともに、事業活動から独立した立場

で内部監査を行う。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するために必要な規程および体制を整備する。

　(2) 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務の執行にかかる文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の

重要な情報の取り扱いは「情報資産管理規程」に定め、同規程に従い検索性

の高い状態で保存し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

② 役員および社員の職務執行に必要な情報の保存、管理および有効活用のため、

社内情報システムを整備する。

③ 情報の管理に関しては、情報セキュリティについての企画および運営管理を

実施する部門を設置し、情報セキュリティに関する体制を整備する。

なお、個人情報保護に関しては基本方針およびガイドラインを定め対応する。

　(3) 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リ

スクの体系化と問題点の把握を行い、責任部署と問題点に対する対応計画を

定める。また、リスクの発生の有無について継続的に監視を行う。

② 大規模災害等の発生に対しては、緊急時の対応を定めるとともに、事業の継

続を確保するための規程および体制を整備する。

③ 代表取締役社長を議長とする「プロジェクト推進会議」を設置し、一定の基

準を満たしたプロジェクトについては、受注可否の審議や出荷判定等を行う

ことにより効率化を阻害する要因を排除・低減し、目標達成の確度を高める。
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(4) 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

① 取締役会は「職務権限規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他

業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。また、業務執行に専念

する執行役員を選任することにより、意思決定の迅速化が図れる体制を整備

する。

② 全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務

遂行を、社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。

③ 役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図ると共に、この目

標に基づく３事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営

計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事業部門の事業目標と予算

を設定する。

④ 業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「経営会

議」を設置する。また業績目標に対する実績管理を行うため、「経営会議」に

おいて月次業績を報告する。

(5) 当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

① 企業集団における業務の適正を確保するため関係会社所管部門を設置し、子

会社（上場会社を除く）が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導お

よび助言を行う。

② グループ会社の非常勤役員として配置された者は、当社の関係会社所管部門

と連携のうえ、グループ会社における法令の遵守および業務の適正を確保す

るため、指導および助言を行う。

③ グループ横断的な会議を開催することにより、グループ間の情報共有化を図

り、業務の適正を確保する。

(6) 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への

報告に関する体制

① 子会社に対し「関係会社管理規程」を設け、非上場子会社に対しては、特定

の事項について取締役会決議前に当社に承認を求め、または提出もしくは報

告することを義務付けるとともに、一定の基準を満たすものについては当社

取締役会付議事項とする。また、上場子会社に対しては、一定の事項につい

て提出を求めるものとする。
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(7) 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社のリスクマネジメント委員会は、グループ各社の問題点とこれに対する

対応計画を把握し、当計画の状況について定期的に報告を受ける。また同委

員会はグループ各社でのリスク発生について継続的に監視を行う。

② 一定の基準を満たしたグループ各社のプロジェクトについては、当社のプロ

ジェクト推進会議において、受注可否の審議や出荷判定等を行い、効率化を

阻害する要因を排除・低減し、目標達成の確度を高める。

(8) 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制

① グループ各社ごとの事業推進においては、各社の社内規則に基づく職務権限

や意思決定ルールにより行う。ただし特定の事項について当社の「関係会社

管理規程」の定めに従うものとする。

② 当社は、グループ全体で共有する目標を定め浸透を図る。グループ各社はこ

の目標に基づく３事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、この中期経

営計画に基づき、短期事業計画と予算を設定し、当社へ定期的に報告する。

(9) 当該株式会社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

① 当社はグループ共通のコンプライアンスガイドを定めグループ各社に展開し

指導および助言を行う。

② 法令上疑義のある行為等についてグループ各社の社員等が相談および通報を

行う手段として「グループ・ヘルプライン」を設ける。

(10) 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた

場合における当該社員に関する事項

① 監査役は、監査室等の社員に対し、監査の実施に必要な事項を指揮命令する

ことができる。

　(11) 前号の社員の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役の職務を補助すべき社員の人事異動、人事考課等については監査役の

意見を尊重する。

(12) 当該監査役設置会社の監査役を補助する社員に対する監査役の指示の実効性の

確保に関する事項

① 監査役より、監査の実施に当たり指揮命令を受けた社員は、その業務の遂行

中は取締役等の指揮命令を受けない。
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(13) 当該監査役設置会社の取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他

の監査役への報告に関する体制

① 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取

締役会の他、経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席す

ることができる。

② 監査役は、重要な稟議書その他文書を閲覧し、必要に応じ取締役および社員

の説明を求めることができる。

③ 取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に報告する。

イ．会社に著しい損害または著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのお

それのある事項

　 ロ．重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項

　 ハ．コンプライアンス上重要な事項

　 ニ．その他上記イ．からハ．に準じる事項

④ 社員は前項イ．からニ．に関する重大な事実を発見した際は、監査役に直接

報告することができる。

(14) 当該株式会社の子会社の取締役、及び社員等又はこれらの者から報告を受けた

者が当該株式会社の監査役に報告をするための体制

① 当社の監査役は、グループ会社に対する事業計画ヒアリング等に出席するこ

とができる。

② 当社の監査役は、グループ会社の文書を閲覧し、必要に応じグループ会社の

取締役等に説明を求めることができる。

③ 以下に定める事項を発見したグループ会社の取締役、および社員等又はこれ

らの者から報告を受けた者は、当社監査役に直接報告することができる。

イ．会社に著しい損害または著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのお

それのある事項

　 ロ．重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項

　 ハ．コンプライアンス上重要な事項

　 ニ．その他上記イ．からハ．に準じる事項

(15) 当該監査役設置会社の監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由と

して不利な扱いを受けないことを確保するための体制

① 通報者の保護および守秘義務を明示した、「内部通報制度運用規程」を定め

る。なお社員等が閲覧できる環境を整備する。
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(16) 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償

還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方

針に関する事項

① 監査役が定める監査計画において見込まれる費用については予め予算化し、

突発的に発生した事象に対応するために必要な費用については、前払いまた

は償還できることとする。

(17) その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保する

ための体制

① 監査役は、代表取締役社長、会計監査人のそれぞれと随時意見交換会を開催

することができる。

② 監査役は、適切な職務執行のため、子会社取締役・子会社監査役との意思疎

通、情報交換を行うことができる。

③ 監査役は、必要に応じ自らの判断で、弁護士および公認会計士等の外部専門

家より、監査業務に関する助言を受けることができる。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

37,126,412

21,998,684

12,212,152

274,620

637,129

28,138

1,356,362

627,465

△8,141

14,256,121

8,625,700

1,957,848

6,327,111

340,741

2,143,436

1,364,134

760,566

18,734

3,486,984

1,986,022

415,639

1,085,651

△330

(負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無形固定資産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

流 動 負 債 12,603,149

買 掛 金 3,801,739

未 払 金 1,400,920

未 払 法 人 税 等 1,655,531

賞 与 引 当 金 2,996,944

役 員 賞 与 引 当 金 65,876

そ の 他 2,682,137

固 定 負 債 694,935

役員退職慰労引当金 48,944

退職給付に係る負債 381,070

そ の 他 264,919

負 債 合 計 13,298,084

( 純 資 産 の 部 )

株 主 資 本 36,192,756

資 本 金 6,113,000

資 本 剰 余 金 6,190,917

利 益 剰 余 金 25,811,759

自 己 株 式 △1,922,921

その他の包括利益累計額 442,866

その他有価証券評価差額金 415,495

為替換算調整勘定 84,927

退職給付に係る調整累計額 △57,556

少数株主持分 1,448,826

純 資 産 合 計 38,084,449

資 産 合 計 51,382,534 負債純資産合計 51,382,534
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 74,609,075

売 上 原 価 61,435,759

売 上 総 利 益 13,173,316

販売費及び一般管理費 6,740,899

営 業 利 益 6,432,417

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,038

受 取 配 当 金 34,983

保 険 事 務 手 数 料 8,347

保 険 解 約 返 戻 金 8,970

助 成 金 収 入 9,700

そ の 他 59,663 131,704

営 業 外 費 用

支 払 利 息 701

為 替 差 損 35,249

損 害 賠 償 金 6,544

そ の 他 3,620 46,116

経 常 利 益 6,518,004

特 別 利 益

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 158 158

特 別 損 失

減 損 損 失 200,061

固 定 資 産 除 却 損 61,553

事 務 所 移 転 費 用 17,698

そ の 他 100 279,415

税金等調整前当期純利益 6,238,748

法人税、住民税及び事業税 2,392,772

法 人 税 等 調 整 額 63,479 2,456,252

少数株主損益調整前当期純利益 3,782,495

少 数 株 主 利 益 90,392

当 期 純 利 益 3,692,103
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 6,113,000 6,190,917 22,781,766 △1,493,973 33,591,711

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

162,231 162,231

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

6,113,000 6,190,917 22,943,998 △1,493,973 33,753,943

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △828,376 △828,376

当 期 純 利 益 3,692,103 3,692,103

自己株式の取得 △428,948 △428,948

連結範囲の変動 4,034 4,034

連結範囲の変動に伴う
為替換算調整勘定の増減

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 - - 2,867,761 △428,948 2,438,812

当 期 末 残 高 6,113,000 6,190,917 25,811,759 △1,922,921 36,192,756
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(単位：千円)

その他の包括利益累計額
少 数 株 主
持 分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 348,967 41,638 △55,892 334,713 1,324,688 35,251,114

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

2,153 164,384

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

348,967 41,638 △55,892 334,713 1,326,842 35,415,499

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △828,376

当 期 純 利 益 3,692,103

自己株式の取得 △428,948

連結範囲の変動 4,034

連結範囲の変動に伴う
為替換算調整勘定の増減

3,481 3,481 3,481

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

66,528 39,807 △1,664 104,671 121,984 226,656

当 期 変 動 額 合 計 66,528 43,289 △1,664 108,152 121,984 2,668,950

当 期 末 残 高 415,495 84,927 △57,556 442,866 1,448,826 38,084,449
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連 結 注 記 表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 11社

主要な連結子会社の名称

データリンクス株式会社

デジタルテクノロジー株式会社

日本ＳＥ株式会社

横河ディジタルコンピュータ株式会社

株式会社総合システムサービス

前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社ＦＡＩＴＥＣは、平成26

年４月１日付けで当社が吸収合併したことにより、当連結会計年度より連結

の範囲から除外しております。

　株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴは、平成26年４月１日付けで当社が新設分割に

より設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　アートシステム株式会社および横河ディジタルコンピュータ株式会社は、

平成26年４月１日付けで当社が新たに株式を取得したことにより、当連結会

計年度より連結の範囲に含めております。

　前連結会計年度まで持分法非適用の非連結子会社であったDTS America

Corporationは、重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。

　なお、株式会社総合システムサービスは、平成27年４月１日付けで連結子

会社であった株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴを吸収合併し、株式会社ＤＴＳ Ｗ

ＥＳＴへ商号変更いたしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社ＤＴＳパレット

(連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法を適用した非連結子会社および関連会社はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社（株式会社ＤＴＳパレット他）は、当期

純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持
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分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。

　 12月31日 ５社

　 ３月31日 ６社

(2) 連結計算書類作成にあたっては、12月31日を決算日とする連結子会社について

は、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

その他有価証券

(イ) 時価のあるもの……… 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用し

ております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定してお

ります。

(ロ) 時価のないもの……… 移動平均法による原価法を採用しております。

　 ② たな卸資産

(イ) 商 品 及 び 製 品……… 主として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(ロ) 仕 掛 品……… 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(ハ) 原 材 料………　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

(ニ) 貯 蔵 品………　最終仕入原価法を採用しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

　 主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。
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　 主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

工具、器具及び備品 ２年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、主として３年

間で均等償却する方法を採用しております。

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後３年以内ま

たは５年以内の見込販売数量および見込販売収益に基づいて償却しており、

その償却額が残存有効期間に基づく均等配分額に満たない場合には、その均

等配分額を償却しております。

また、自社利用のソフトウェアについては、サービス提供目的のソフトウ

ェア（特定顧客との契約に基づく使用許諾サービス用ソフトウェア）につい

て、当該契約に基づく料金支払期間（５年）にわたって均等償却しており、

その他の費用削減効果のあるソフトウェアについては、社内における見込利

用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

　 ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　 ③ 役員賞与引当金

　 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　 ④ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの

期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
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数（12年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。

　(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の工事

工事完成基準

　(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、のれんの発生原因に基づき、その効果の及ぶ期間

（４年～10年）にわたり定額法により償却を行っております。

　(7) その他連結計算書類作成のための重要な事項

　 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下

「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」と

いう。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲

げられた定めについて当連結会計年度の期首より適用し、退職給付債務および勤

務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から

給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間ごとに設定され

た複数の割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務および勤務

費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が255,255千円減少し、

利益剰余金が162,231千円、少数株主持分が2,153千円、それぞれ増加しておりま

す。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益
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への影響は軽微であります。

　なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額は6.90円増加しております。

　

(表示方法の変更)

連結貸借対照表

前連結会計年度において、独立掲記しておりました流動資産の「商品」および

「貯蔵品」は、平成26年4月１日付で当社が新たに横河ディジタルコンピュータ株

式会社の株式を取得し連結の範囲に含めたことに伴い、製品および原材料が生じ

ることとなったため、当連結会計年度においては、「商品」は「商品及び製品」

に、「貯蔵品」は「原材料及び貯蔵品」にそれぞれ科目名を変更しております。

　なお、当連結会計年度の流動資産の「商品及び製品」に含まれる「商品」は

218,923千円であり、「原材料及び貯蔵品」に含まれる「貯蔵品」は8,278千円であ

ります。

　

(追加情報)

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法

等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布さ

れ、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が

行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する連結

会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、平成28年４月１日に

開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3％となり

ます。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）が111,240千円減少し、法人税等調整額129,084千円、その他有価証券評価差

額金17,843千円がそれぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が2,842千円減少し

ております。

　

(連結貸借対照表に関する注記)

　 有形固定資産の減価償却累計額

4,078,980千円

(連結損益計算書に関する注記)

　 研究開発費

一般管理費に含まれる研究開発費は、281,791千円であります。

― 36 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月22日 14時01分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

項 目
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 25,222,266 - - 25,222,266

合 計 25,222,266 - - 25,222,266

自己株式

普通株式 1,447,128 250,321 - 1,697,449

合 計 1,447,128 250,321 - 1,697,449
　

　(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加250,321株は、取締役会決議による自己株式の取得によ
る増加250,000株および単元未満株式の買取による増加321株であります。

　

2. 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 475,502 20 平成26年３月31日 平成26年６月26日

平成26年11月５日
取 締 役 会

普通株式 352,873 15 平成26年９月30日 平成26年11月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

　 次のとおり、決議を予定しております。

（決議予定） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 823,368 利益剰余金 35 平成27年３月31日 平成27年６月25日
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(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用することを

原則とし、資金の調達が必要な場合には、主に銀行からの借入を行っております。

営業債権である受取手形及び売掛金については、与信管理規程に従い、取引先

ごとの期日管理および残高管理等の与信管理を行うとともに、信用調査等により

財務状況等の把握を通じて信用リスクの低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係等を有する企業の株式および社債であり、

定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保

有状況を継続的に見直しております。

営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。

なお、適時に資金繰計画を作成・更新し、事業運営に必要な手許流動性を持続

的に確保するための管理を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表に

は含めておりません（（注) 2.を参照）。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計 上 額

時 価
（(注)1.を参照）

差 額

(1) 現金及び預金 21,998,684 21,998,684 -

(2) 受取手形及び売掛金 12,212,152 12,212,152 -

(3) 投資有価証券 1,939,962 1,939,962 -

資産計 36,150,799 36,150,799 -

(1) 買掛金 3,801,739 3,801,739 -

(2) 未払金 1,400,920 1,400,920 -

(3) 未払法人税等 1,655,531 1,655,531 -

負債計 6,858,191 6,858,191 -
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　(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

　 (1) 現金及び預金

預金は全て短期のものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

　 (2) 受取手形及び売掛金

受取手形及び売掛金はほとんど短期間で決済されるため、時価は帳簿価

額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　 (3) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示され

た価格によっております。

負債

　 (1) 買掛金、(2) 未払金及び(3) 未払法人税等

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

　(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額

子会社株式 45,660

非上場株式 400

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 1,557円32銭

１株当たり当期純利益金額 156円74銭

　

(重要な後発事象)

当社事業の連結子会社への吸収分割

当社は、平成27年２月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年４月１日

を効力発生日として、当社の組込み関連事業の一部を当社の100％子会社であるア

ートシステム株式会社に会社分割によって移転いたしました。

1. 取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及び当該事業の内容

事業の名称 情報サービス事業
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事業の内容 組込み関連事業のうち、顧客との間の請負契約に基づく

事業

(2) 企業結合日

平成27年４月１日

(3) 企業結合の法的形式

当社を吸収分割会社とし、アートシステム株式会社を吸収分割承継会社

とする吸収分割

(4) 結合後企業の名称

アートシステム株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項

① 取引の目的

当社は中期経営計画にて掲げている第三の柱の創出を目的に、今後成

長が期待される組込み関連事業に強みを持つ横河ディジタルコンピュー

タ株式会社およびアートシステム株式会社を平成26年４月に子会社化い

たしましたが、この度、当社の組込み関連事業のうち、顧客との間の請

負契約に基づく事業をアートシステム株式会社に移転し、顧客基盤やノ

ウハウ等を集約することにより、組込み関連事業のさらなる拡大を目指

します。

② 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は100％子会社との間で行われるため、本会社分割に際し

て、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

③ 本会社分割の当事会社の直前事業年度の財政状態

(平成27年3月期)

吸収分割会社(連結) 吸収分割承継会社（単体）

資産 51,382百万円 509百万円

負債 13,298百万円 243百万円

純資産 38,084百万円 266百万円

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理をしております。
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(企業結合等関係)

1. 連結子会社との合併

当社は、平成25年11月５日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年４月１日

を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ＦＡＩＴＥＣを吸収合併

いたしました。

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 株式会社ＦＡＩＴＥＣ

事業の内容 保険・年金分野の財産管理系業務を中心とした情報サービ

ス事業

② 企業結合日

平成26年４月１日

③ 企業結合の法的形式

当社を存続会社とし、株式会社ＦＡＩＴＥＣを消滅会社とする吸収合併方

式

④ 結合後企業の名称

株式会社ＤＴＳ

⑤ その他取引の概要に関する事項

(イ) 取引の目的

株式会社ＦＡＩＴＥＣは、中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託

銀行株式会社）等との共同出資により設立され、保険・年金分野の財産管

理系業務を中心に事業を展開しておりましたが、この度、株式会社ＦＡＩ

ＴＥＣが保有する業務ノウハウと当社が保有する金融分野の技術力を結集

し、今後のシステム開発需要の増大が見込まれる金融分野全般における業

容拡大と、経営効率化・意思決定の迅速化を図ることを目的に、株式会社

ＦＡＩＴＥＣを完全子会社とした上で、当社を存続会社として吸収合併す

ることといたしました。

(ロ) 本合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社ＦＡＩＴＥＣの全株式を所有しておりますので、本合

併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは

ありません。

(ハ) 結合当事企業の直前事業年度の財政状態及び経営成績

(平成26年３月期)

資産 2,531百万円

負債 716百万円

純資産 1,814百万円

売上高 5,568百万円

当期純利益 298百万円
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(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）お

よび「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として会

計処理をしております。

　

2. 会社分割（簡易新設分割）による子会社設立

当社は、平成26年１月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年４月１日

を効力発生日として、会社分割によって「株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ」を設立い

たしました。

(1) 取引の概要

① 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称 情報サービス事業（注）

事業の内容 システムエンジニアリングサービス、オペレーションエン

ジニアリングサービス、プロダクトサービス（注）

（注）関西支社および中京支社が営む情報サービス事業

② 企業結合日

平成26年４月１日

③ 企業結合の法的形式

当社を分割会社とし、新たに設立する「株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ」を承

継会社とする簡易新設分割

④ 結合後企業の名称

新設分割設立会社：株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ（当社の連結子会社）

⑤ その他取引の概要に関する事項

西日本地域においてお客様に最適なＩＴシステムを提案できる体制を構築

するとともに、経営の効率化や意思決定の迅速化を図ることを目的に、関西

支社および中京支社の情報サービス事業を分社化し、「株式会社ＤＴＳ ＷＥ

ＳＴ」を設立することといたしました。

　

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）お

よび「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として会

計処理をしております。

　

(その他の注記)

連結貸借対照表、連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書の金額は、記

載単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月８日

株式会社 ＤＴＳ

　取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 奈 尾 光 浩 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 森 佐 知 子 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＤＴＳの平
成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＤＴＳ及び連結子会社から

なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)
27,525,871

15,978,279

8,395,866

84,748

493,829

6,825

84,992

207,822

1,026,486

1,090,000

50,000

108,874

△1,852

18,334,353

8,285,475

1,790,348

127,054

6,247,427

0

120,644

690,195

681,226

8,969

9,358,682

1,882,354

6,543,891

327,143

23,985

58,717

522,592

△2

(負 債 の 部)
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

一年内回収予定の関係会社長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無形固定資産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

流 動 負 債 8,873,745

買 掛 金 2,615,330

リ ー ス 債 務 118

未 払 金 840,061

未 払 費 用 351,878

未 払 法 人 税 等 1,336,352

前 受 金 118,210

預 り 金 98,987

賞 与 引 当 金 2,374,604

役 員 賞 与 引 当 金 52,100

そ の 他 1,086,101

固 定 負 債 150,400

長 期 未 払 金 57,234

繰 延 税 金 負 債 86,148

資 産 除 去 債 務 6,550

そ の 他 468

負 債 合 計 9,024,146

( 純 資 産 の 部 )

株 主 資 本 36,427,580

資 本 金 6,113,000

資 本 剰 余 金 6,190,917

資 本 準 備 金 6,190,917

利 益 剰 余 金 26,046,583

利 益 準 備 金 411,908

その他利益剰余金 25,634,675

別 途 積 立 金 11,170,000

繰越利益剰余金 14,464,675

自 己 株 式 △1,922,921

評価・換算差額等 408,498

その他有価証券評価差額金 408,498

純 資 産 合 計 36,836,079

資 産 合 計 45,860,225 負債純資産合計 45,860,225
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損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 50,489,757

売 上 原 価 41,394,044

売 上 総 利 益 9,095,712

販売費及び一般管理費 3,650,495

営 業 利 益 5,445,217

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,023

有 価 証 券 利 息 3,300

受 取 配 当 金 90,429

不 動 産 賃 貸 料 24,983

そ の 他 47,453 174,190

営 業 外 費 用

自 己 株 式 取 得 費 用 856

損 害 賠 償 金 6,544

そ の 他 13 7,414

経 常 利 益 5,611,992

特 別 利 益

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 1,251,733 1,251,733

特 別 損 失

減 損 損 失 89,294

固 定 資 産 除 却 損 59,290 148,585

税 引 前 当 期 純 利 益 6,715,140

法人税、住民税及び事業税 2,003,497

法 人 税 等 調 整 額 △34,059 1,969,438

当 期 純 利 益 4,745,702
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株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 6,113,000 6,190,917 6,190,917 411,908 11,170,000 10,547,349 22,129,257

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △828,376 △828,376

当 期 純 利 益 4,745,702 4,745,702

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - - - - 3,917,325 3,917,325

当 期 末 残 高 6,113,000 6,190,917 6,190,917 411,908 11,170,000 14,464,675 26,046,583

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,493,973 32,939,202 346,983 346,983 33,286,186

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △828,376 △828,376

当 期 純 利 益 4,745,702 4,745,702

自己株式の取得 △428,948 △428,948 △428,948

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

61,515 61,515 61,515

当 期 変 動 額 合 計 △428,948 3,488,377 61,515 61,515 3,549,893

当 期 末 残 高 △1,922,921 36,427,580 408,498 408,498 36,836,079
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子 会 社 株 式 ………… 移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

　 (2) その他有価証券

① 時価のあるもの ………… 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用し

ております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定してお

ります。

② 時価のないもの ………… 移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商 品 ………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

(2) 仕 掛 品 ………………… 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(3) 貯 蔵 品 ………………… 　最終仕入原価法を採用しております。

　3. 固定資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。

　 主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３年～50年

工具、器具及び備品 ２年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等

償却する方法を採用しております。

　 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後３年以内ま
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たは５年以内の見込販売数量および見込販売収益に基づいて償却しており、

その償却額が残存有効期間に基づく均等配分額に満たない場合には、その均

等配分額を償却しております。

また、自社利用のソフトウェアについては、サービス提供目的のソフトウ

ェア（特定顧客との契約に基づく使用許諾サービス用ソフトウェア）につい

て、当該契約に基づく料金支払期間（５年）にわたって均等償却しており、

その他の費用削減効果のあるソフトウェアについては、社内における見込利

用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

　 (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

　 (4) 長期前払費用

　 定額法を採用しております。

　4. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金 …… 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

　5. 収益及び費用の計上基準

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　 (1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

　 (2) その他の工事

　 工事完成基準

　6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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(追加情報)

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税

法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布

され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が

行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する

事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、平成28年４月１日

に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3％となり

ます。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金

額)は67,651千円減少し、法人税等調整額が84,167千円、その他有価証券評価差

額金が16,516千円それぞれ増加しております。
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(貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,468,078千円

　2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,225,454千円

長期金銭債権 23,985千円

短期金銭債務 622,860千円

(損益計算書に関する注記）

　1. 関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

　売 上 高 192,074千円

　外 注 費 2,495,454千円

　その他の営業取引高 1,439,254千円

営業取引以外の取引による取引高 82,496千円

　2. 研究開発費

　 一般管理費に含まれる研究開発費は、81,949千円であります。

(株主資本等変動計算書に関する注記）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

項 目
当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 1,447,128 250,321 - 1,697,449

合 計 1,447,128 250,321 - 1,697,449

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加250,321株は、取締役会決議による自己株式の取得による
増加250,000株および単元未満株式の買取による増加321株であります。
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(税効果会計に関する注記）

　1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 流動資産

　 （繰延税金資産）

賞与引当金 785,994千円

未払費用（社会保険料） 116,471千円

未払事業税 107,448千円

その他 16,571千円

　繰延税金資産合計 1,026,486千円

　繰延税金資産の純額 1,026,486千円

　 固定資産

　 （繰延税金資産）

関係会社株式 44,740千円

ゴルフ会員権 31,567千円

ソフトウエア 26,910千円

土地 20,776千円

長期未払金 18,554千円

その他 21,118千円

　繰延税金資産小計 163,668千円

　評価性引当額 △86,688千円

　繰延税金資産合計 76,979千円

　 （繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △161,659千円

資産除去債務に対応する除去費用 △1,469千円

　繰延税金負債合計 △163,128千円

　繰延税金負債の純額 △86,148千円
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　2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主

要な項目別の内訳

法定実効税率 35.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

住民税均等割 0.2％

抱合せ株式消滅差益 △6.6％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3％

　

(関連当事者との取引に関する注記）

　子会社及び関連会社等

(単位：千円)

種 類
会社等の
名 称

議決権の
所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

デジタルテ

クノロジー

株式会社

(所有)
　直接

100.00％

資金の援助
役員の派遣

資金の貸付 737,500 短期貸付金 1,000,000

利息の受取 3,019
その他
流動資産

7

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
デジタルテクノロジー株式会社に対する資金の貸付利息については、市場金利を勘案して決

定しております。なお、担保は受け入れておりません。
また、デジタルテクノロジー株式会社に対する資金の貸付については、取引が反復的に行わ

れているため、取引金額は月末の平均残高で記載しております。

(１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 1,565円84銭

１株当たり当期純利益金額 201円47銭
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(重要な後発事象）

　 当社事業の連結子会社への吸収分割

当社は、平成27年２月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年４月１

日を効力発生日として、当社の組込み関連事業の一部を当社の100％子会社であ

るアートシステム株式会社に会社分割によって移転いたしました。

　なお、詳細については、連結計算書類「注記事項（重要な後発事象）」に記載

のとおりであります。

(企業結合等関係）

1. 連結子会社との合併

連結計算書類「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、記載を省

略しております。

2. 会社分割（簡易新設分割）による子会社設立

連結計算書類「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、記載を省

略しております。

　

(その他の注記）

貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書の金額は、記載単位未

満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月８日

株式会社 ＤＴＳ

　取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 奈 尾 光 浩 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 森 佐 知 子 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＤＴ
Ｓの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第43期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明
細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第43期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重
要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等か
らその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締
役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別
注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について
検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の

状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容およ

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当

であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当

であると認めます。

　 平成27年５月11日

株式会社ＤＴＳ 監 査 役 会

常勤監査役 村 井 一 之 ㊞

常勤監査役 栗 原 広 史 ㊞

社外監査役 田 中 襄 一 ㊞

社外監査役 嵯 峨 清 喜 ㊞

社外監査役 服 部 彰 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

　 議案および参考事項

　 第１号議案　剰余金の処分の件

　 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 期末配当に関する事項

当社は株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、

中長期的な企業価値の増大が利益還元の最大の源泉となると考えており

ます。今後も事業拡大に必要な内部留保を考慮し、また業績動向や財務

状況などを総合的に勘案したうえで、安定した配当を継続的に行うこと

が株主の皆様への中長期的な利益還元に貢献するものと考えております。

　 (1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金35円

　 配当総額 金823,368,595円

　 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成27年６月25日
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　 第２号議案　取締役10名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（９名）が任期満了となりま

す。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、１名増員して取締役10

名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

１
西　田　公　一
にし だ こう いち

(昭和31年１月24日生)

平成13年６月 株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ金融システム事
業本部企画部長

16,600株

平成15年11月 同社金融システム事業本部
副事業本部長

平成16年５月 同社リージョナルバンキン
グシステム事業本部副事業
本部長
同社総合バンキングビジネ
スユニット長

平成17年６月 同社執行役員

同社リージョナルバンキン
グシステム事業本部長

平成21年６月 当社取締役副社長

当社執行役員（現任）

平成22年４月 当社代表取締役社長（現
任）

平成24年３月 株式会社ＭＩＲＵＣＡ代表
取締役社長

２
熊　坂　勝　美
くま さか かつ み

(昭和28年２月７日生)

昭和49年10月 当社入社

18,600株

平成８年６月 当社取締役

平成12年６月 当社執行役員（現任)

平成14年４月 当社常務取締役

平成21年６月 日本ＳＥ株式会社取締役

当社専務取締役（現任）

平成21年12月 デジタルテクノロジー株式
会社代表取締役社長

平成23年11月 DTS America Corporation
取締役社長（現任）

平成24年１月 逓天斯（上海）軟件技術有
限公司董事長（現任）

平成26年４月 DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,
LTD.会長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

３
伊　東　辰　巳
い とう たつ み

(昭和28年11月25日生)

昭和51年３月 当社入社

8,200株

平成12年４月 当社社会システム部長

平成16年４月 当社執行役員（現任）

平成18年４月 当社産業システム事業本部
長

平成18年６月 当社取締役

平成19年６月 データリンクス株式会社取
締役

平成22年４月 当社常務取締役（現任）

平成23年12月 デジタルテクノロジー株式
会社代表取締役社長（現
任）

平成26年４月 横河ディジタルコンピュー
タ株式会社取締役（現任）

４
坂　本　孝　雄
さか もと たか お

(昭和36年１月４日生)

昭和62年４月 当社入社

5,300株

平成16年４月 当社コーポレートスタッフ
本部企画部長

平成19年４月 当社執行役員（現任）

平成20年４月 当社コーポレートスタッフ
本部副本部長

平成21年４月 当社経営企画担当統括部長

平成21年６月 当社取締役（現任）

平成23年３月 デジタルテクノロジー株式
会社取締役

平成23年６月 日本ＳＥ株式会社取締役

平成23年10月 株式会社ＤＴＳパレット代
表取締役社長（現任）

平成25年４月 当社人事部長（現任）

平成26年３月 株式会社ＭＩＲＵＣＡ代表
取締役社長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

５
竹　内
たけ うち

　 実
みのる

(昭和36年６月21日生)

昭和60年４月 当社入社

4,000株

平成15年４月 当社金融システム第三部長

平成19年４月 当社金融システム事業本部
長

平成19年10月 当社執行役員（現任)

平成19年11月 逓天斯（上海）軟件技術有
限公司董事（現任）

平成21年６月 株式会社ＦＡＩＴＥＣ取締
役

平成22年４月 当社金融事業本部長

平成22年６月 データリンクス株式会社取
締役
当社取締役（現任）

平成23年11月 DTS America Corporation
取締役（現任）

平成24年６月 株式会社九州ＤＴＳ取締役
（現任）

平成26年４月 当社第一金融事業本部長
（現任）

６
横　尾　勇　夫
よこ お いさ お

(昭和28年４月23日生)

平成10年10月 株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ金融システム事
業本部部長

－

平成15年４月 同社金融ビジネス事業本部
都銀ビジネスユニット長

平成19年６月 エヌ・ティ・ティ・デー
タ・マネジメント・サービ
ス株式会社代表取締役社長

平成23年６月 エヌ・ティ・ティ・デー
タ・システム技術株式会社
常務取締役

平成24年４月 同社常務取締役金融システ
ム事業部長

平成25年４月 同社常務取締役営業推進部
長

平成25年11月 当社執行役員
データリンクス株式会社執
行役員副社長

平成26年６月 データリンクス株式会社代
表取締役社長（現任）
当社取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

７
萩　原　忠　幸
はぎ わら ただ ゆき

(昭和30年10月11日生)

平成12年４月 株式会社富士銀行ＩＴ推進
部ＩＴプロジェクト推進室
長

－

平成14年４月 株式会社みずほコーポレー
ト銀行ＩＴ・システム統括
部副部長

平成18年３月 株式会社みずほ銀行執行役
員ＩＴ・システム統括部長

平成18年６月 当社取締役

平成21年４月 株式会社みずほ銀行常務取
締役

平成22年６月 当社取締役退任

平成23年４月 株式会社みずほ銀行常務執
行役員

平成23年６月 同社理事

平成24年６月 当社取締役（現任）

株式会社アヴァンティスタ
ッフ代表取締役社長（現
任）

平成25年６月 芙蓉オートリース株式会社
社外監査役（現任）

８
鈴　木　滋　彦
すず き しげ ひこ

(昭和20年10月16日生)

平成７年７月 日本電信電話株式会社理事

－

平成９年10月 同社常務理事

平成10年６月 同社取締役

平成14年６月 エヌ・ティ・ティ・ソフト
ウェア株式会社代表取締役
副社長

平成15年６月 同社代表取締役社長

平成19年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバ
ンステクノロジ株式会社代
表取締役社長

平成22年６月 同社取締役相談役

平成23年６月 同社相談役

平成24年６月 同社特別顧問

平成24年７月 キヤノン電子テクノロジー
株式会社取締役会長（現
任）
キヤノン電子株式会社最高
顧問（現任）

平成25年６月 当社取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

９
坂　田
さか た

　俊
しゅん

　一
いち

(昭和29年１月19日生)

平成14年５月 三井アセット信託銀行株式
会社受託資産運用部年金運
用部長

－

平成15年７月 同社執行役員受託資産運用
部長

平成18年10月 中央三井信託銀行株式会社
執行役員総合資金部長

平成19年10月 同社常務執行役員総合資金
部長

平成23年４月 中央三井アセット信託銀行
株式会社取締役専務執行役
員

平成24年４月 三井住友信託銀行株式会社
取締役専務執行役員

平成25年４月 三井住友トラスト・アセッ
トマネジメント株式会社会
長

平成26年６月 当社取締役（現任）

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社社外監査
役（現任）
三井住友トラスト・ビジネ
スサービス株式会社常任監
査役（現任）

10

平　田　正　之
ひら た まさ ゆき

(昭和22年７月30日生)

新任

平成10年６月 日本電信電話株式会社グル
ープ企業本部経営管理部長

－

平成11年７月 同社第四部門長

平成12年６月 株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモ取締役関連企業
部長

平成13年６月 同社常務取締役財務部長

平成16年６月 同社代表取締役副社長国際
事業本部長

平成20年６月 株式会社情報通信総合研究
所代表取締役社長

平成25年６月 同社相談役

株式会社スカパーＪＳＡＴ
ホールディングス社外取締
役（現任）

平成26年７月 株式会社情報通信総合研究
所顧問（現任）
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(注) 1. 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
　 横尾勇夫氏は、データリンクス株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間で、

システム開発等の取引関係があり、同社は第三者との間で当社の営業の部類に属する取引
を行っております。
萩原忠幸氏は、株式会社アヴァンティスタッフの代表取締役社長であり、当社は、同社と
の間で、システム開発等の取引を行っております。

2. 萩原忠幸、鈴木滋彦、坂田俊一および平田正之の各氏は、社外取締役候補者であります。
なお、鈴木滋彦氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、
平田正之氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であり
ます。

3. 萩原忠幸、鈴木滋彦、坂田俊一および平田正之の各氏を社外取締役候補者とした理由等は、
次のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者とした理由について
　萩原忠幸氏につきましては、都市銀行のＩＴ部門責任者の経験があり業界および経営陣と
しての豊富な経験や知識等を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外の客観的・
専門的見地から経営全般についての助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いす
るものです。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって３
年となります。
　鈴木滋彦氏につきましては、ＩＴ業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と
高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外の客観的・専門的見地から経
営全般についての助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、
同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
　坂田俊一氏につきましては、信託銀行の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の経
営判断にいかしていただくとともに、社外の客観的・専門的見地から経営全般についての助
言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取
締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
　平田正之氏につきましては、通信業界における幅広い活動経験や企業経営に関する豊富な
経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外の客観的・専門的見地
から経営全般についての助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。

(2) 社外取締役候補者との責任限定契約について
　 当社は、社外取締役の招聘を容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、

現行定款において、社外取締役との間で、社外取締役が任務を怠ったことによる当社に対す
る損害賠償責任（善意でかつ重大な過失がないときに限る）を限定する契約を締結できる旨
を定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円または法令が規定する額
のいずれか高い額としております。
　なお、萩原忠幸、鈴木滋彦および坂田俊一の各氏は当社との間で上記責任限定契約を締結
しており、選任が承認された場合、当社は各氏との間で、それぞれ上記責任限定契約を継続
する予定であります。また、平田正之氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、上
記責任限定契約を締結する予定であります。

― 65 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月22日 14時01分 $FOLDER; 65ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　 第３号議案　監査役１名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役栗原広史氏が辞任され、監査役田

中襄一氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いす

るものであります（本議案が承認可決された場合、現任監査役を含め、監査役

は４名となります)。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ており

ます。

　 監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当社の株式数

谷　口　和　道
たに ぐち かず みち

(昭和23年11月29日生)

新任

平成10年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通
信株式会社東北支社長

－

平成13年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ・ユニバーシティ
代表取締役常務

平成17年10月 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ東北常務取締役

平成18年６月 同社代表取締役社長

平成20年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ・ビジネスコンサルテ
ィング代表取締役社長

平成21年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所代表取締役
社長

平成23年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・
システム技術株式会社監査役
株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ
監査役

(注) 1. 谷口和道氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 谷口和道氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏につきましては、東京証券取引

所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
3. 谷口和道氏を社外監査役候補者とした理由等は、次のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者とした理由について

　谷口和道氏につきましては、ＩＴ業界および他社監査役としての幅広い視点と経験を当社
の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものです。

(2) 社外監査役候補者との責任限定契約について
　 当社は、社外監査役の招聘を容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、
現行定款において、社外監査役との間で、社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対す
る損害賠償責任（善意でかつ重大な過失がないときに限る）を限定する契約を締結できる旨
を定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円または法令が規定する額
のいずれか高い額としております。
　なお、谷口和道氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、上記責任限定契約を締
結する予定であります。
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　 第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役（社外取締役を除く）のうち５名に対し、当期の功労に

報いるため、当期の利益、従来に支給した役員賞与の額、その他諸般の事情を

勘案し、役員賞与総額52,100千円を支給することといたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

　

以 上
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京
浜

日
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通
り

愛
宕
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署

芝
消
防
署

芝
公
園

日本
赤十字社

東京
美術
倶楽部

愛宕警察前

赤
レ
ン
ガ
通
り

柳
通
り

大
門
駅

新
橋
駅

浜
松
町
駅

福祉プラザ
さくら川

㈱ＤＴＳ本社本館

芝信用金庫

浜松町一丁目

ケンタッキー

ニュー新橋ビル

ガソリンスタンド

塩釜神社

ローソン

芝
郵便局

ローソン

ナチュラルローソン

セブンイレブン

Ａ２出口

烏森口

Ａ４出口

Ａ４出口

北口

㈱ＤＴＳ新館

交通のご案内
・都営三田線「御成門駅」

A4 出口より　 徒歩約３分
・都営浅草線、大江戸線「大門駅」

A4 出口より　 徒歩約８分
・ＪＲ線「浜松町駅」

北口より　 徒歩約１０分
・ＪＲ線「新橋駅」

烏森口より　 徒歩約１０分

○駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での
  ご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

環状第二号線

第43回定時株主総会会場ご案内図

東京都港区新橋六丁目19番13号
株式会社ＤＴＳ 本社本館９階会議室
　 電話 03 (3437) 5488（代表）
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